（第１号様式）
（番　　　号）　
年　　月　　日　

　福島県　　　農林事務所長
 　（　　　　　経由）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
所　在　地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名

〇〇年度福島県営農再開・高付加価値産地展開支援事業（原子力被災12市町村
農業者支援事業）実施計画承認申請書
　福島県営農再開・高付加価値産地展開支援事業（原子力被災12市町村農業者支援事業）事務取扱要領第２の１の規定に基づき、下記のとおり承認申請します。
記
１　事業実施主体名

２　事業実施計画　         別添実施計画書（国交付等要綱別紙様式１号）のとおり

（注１）次の事項にチェックすること。
　　□　12市町村において営農を再開
　　□　12市町村において現に営農をしており、規模拡大又は新規作物導入
　　□　12市町村において新たに営農を開始
　　□　その他

（注２）次の書類を添付すること。
　　□　債権者登録（変更）申請書（補助金の受け入れ等の通帳表紙の写し）
　　□　納税証明書（県税の未納がないことを証明するもの）
　　□  補助事業実施年度の前年及び前々年度の確定申告書の写し並びに直近の消費税確定申告書の写し（消費税確定申告書の写しは課税事業者の場合）
　　□　自己負担分の資金が確保されていることを証明する資料（通帳残高の写し等）
　　□　暴力団排除に関する誓約書
　　□　原子力被災12市町村農業者支援事業補助金補助限度額要件確認申出書
        ※該当する場合のみ
　　□　　施設の保険等加入誓約（参考様式１）※該当する場合のみ
□　　動産の保険等加入誓約（参考様式２）※該当する場合のみ


（第２号様式）
（番　　　号）　
年　　月　　日　
　　          　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
所　在　地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名

〇〇年度福島県営農再開・高付加価値産地展開支援事業（原子力被災12市町村
農業者支援事業）補助金補助限度額要件確認申出書
　福島県営農再開・高付加価値産地展開支援事業（原子力被災12市町村農業者支援事業）事務取扱要領第２の１の規定に基づき、下記のとおり確認願います。
　なお、この申出に係る確認は、補助金の交付決定を約束するものではないことを承知しております。
記
１　補助限度額要件
	項　目
	内容等

	今回の事業計画について、原子力災害からの復興に向けた市町村の計画等の実施に資するものであることを確認できる市町村計画の該当箇所
	  市町村復興計画等の名称
「　　　　　　　　　　　　　　　」
      頁　行目から　頁　行目まで
　



	


〇〇年度福島県営農再開・高付加価値産地展開支援事業（原子力被災
12市町村農業者支援事業）補助金補助限度額要件確認書

年　　月　　日　
  　　　　農林事務所長　様                                                      
                                                    　　　　　　　　　　印

事業実施主体が策定した事業実施計画は、当自治体が定め「　　　　　　　　　」計画の実施に資するものであり、かつ、事業実施主体の経営規模、経営内容からみて、営農再開等にあたって、多額の初期投資が必要であることを確認しました。


（第３号様式）
（番　　　号）　
年　　月　　日　
　
福島県　　　農林事務所長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（１２市町村長）　　　

〇〇年度福島県営農再開・高付加価値産地展開支援事業（原子力被災12市町村
農業者支援事業）実施計画に関する確認書
　このことについて、下記の事業実施主体が作成した福島県営農再開・高付加価値産地展開支援事業（原子力被災12市町村農業者支援事業）実施計画書について、以下のとおり計画の妥当性及び実効性が見込まれることを確認します。
記
１　事業実施主体名
２　確認事項
	    　　　確認事項及びその適否
	 　「不適」の理由

	 ①　事業実施主体は、国交付等要綱別記３の３に該当する農業者等である。
	 □適
 □不適
	


	 ②　計画の承認申請に必要な書類が整っている。
	 □適
 □不適
	


	 ③  事業計画は、営農の再開等を行い、営農　 　の自立的な継続と発展を図る上で必要な内容が掲載されている。
	 □適
 □不適

	



	 ④  事業受益地は国交付等要綱別記３の２（６）の要件を満たしている。
	 □適
 □不適
	


	 ⑤　事業実施主体は被災地域農業総合復興支援事業（国交付等要綱別記３の２（７）関係）の目標設定や導入済みの工種等とは関わらない取り組みである。
	 □適
 □不適


	




	 ⑥　その他（　　　　　　　　　）
	 
	


注）本確認書は事業計画の認定の確約を前提したものではありません。



（第４号様式）
（番　　　号）　
年　　月　　日　

　農　林　水　産　部　長　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                            　　　　　○○○農林事務所長　　　

○○年度福島県営農再開・高付加価値産地展開支援事業（原子力被災12市町村
農業者支援事業）実施計画に関する妥当性について（協議）
　このことについて、別紙のとおり協議します。

  注）１　資料として、事業実施計画書、事業計画一覧表を添付する。 



（第５号様式）
（番　　　号）　
年　　月　　日　

　○○○農林事務所長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                            　　　　　　　　　農林水産部長　　　

○○年度福島県営農再開・高付加価値産地展開支援事業（原子力被災12市町村
農業者支援事業）実施計画に関する妥当性について（回答）
　○○年○月○日付け○○第○○号で協議ありましたこのことについては、異存ありません。

 注）資料として、事業計画一覧表を添付する。  










（第６号様式）
（番　　　号）　
年　　月　　日　

事業実施主体名（申請者）　様

福島県○○農林事務所長　　　

○○年度福島県営農再開・高付加価値産地展開支援事業（原子力被災12市町村
農業者支援事業）の実施計画の承認について（通知）
　○○年○月○日付け○○第○号にて申請ありましたこのことについては、福島県営農再開・高付加価値産地展開支援事業（原子力被災12市町村農業者支援事業）事務取扱要領第２の５の規定に基づき、承認します。


（第７号様式）

（番　　　号）　
年　　月　　日　

　○○農林事務所長  様

農林水産部長　　　


○○年度福島県営農再開・高付加価値産地展開支援事業（原子力被災12市町村
農業者支援事業）の実施計画の割当内示について（通知）
  このことについて、下記のとおり割当内示をしますので、事業執行については、適正に処理されるよう願います。
記
	
項　　目
	
既内示額
	
今回内示額
	
計

	



	
          円


	
          円


	
         円



	

合　　　計


	
          円



	
          円



	
         円




















（第８号様式）

（番　　　号）　
年　　月　　日　

    事業実施主体名（申請者）　様

　　　○○市町村長　様

福島県○○農林事務所長　　　


○○年度福島県営農再開・高付加価値産地展開支援事業（原子力被災12市町村
農業者支援事業）の実施計画の割当内示について（通知）

  このことについて、下記のとおり補助金が交付される見込みなので、福島県営農再開・高付加価値産地展開支援事業補助金交付要綱第３条の規定に基づき補助金交付申請書を提出してください。
記
１　事業実施主体名及び割当内示額
	
事業実施主体名
	
補助金割当内示額
	
備　　考

	



	
              円
(うち国庫交付金)

	






２　提出期限　　　　　　年　　月　　日










（第９号様式）
交付決定通知の書例

福島県指令（課名又は所名の約字）第○○号
交付事業者名（住　　所）　
（氏　　名）　

　年　月　日付け　第　号で申請のあった　　年度福島県営農再開・高付加価値産地展開支援事業（原子力被災12市町村農業者支援事業）補助金については、福島県補助金等の交付等に関する規則（昭和45年福島県規則第107号。以下「規則」という。）第５条の規定により、次のとおり（又は次のとおり修正の上）交付することに決定したので、同規則第７条の規定により通知する。

　年　月　日
福島県○○農林事務所長　　　
○○○○　　印

〔交付事業の目的及び内容〕　
（申請どおり決定する場合）
１　補助金の交付の対象となる事業は、　年　月　日　第　号で申請（以下「申請書」という。）のあった福島県営農再開・高付加価値産地展開支援事業（原子力被災12市町村農業者支援事業）補助金とし、その内容については、申請書の補助事業の内容欄記載のとおりとする。
（修正決定する場合）
１　補助金の交付の対象となる事業は、　年　月　日　第　号で申請（以下「申請書」という。）のあった福島県営農再開・高付加価値産地展開支援事業（原子力被災12市町村農業者支援事業）補助金とし、その内容については、下記のとおり修正するほか申請書の補助事業の内容欄記載のとおりとする。
〔補助事業に要する経費、補助金の額及び補助金の額の変更の権限留保〕
２　補助事業に要する経費及び補助金の額は、次のとおりである。ただし、補助事業の内容が変更された場合における補助事業に要する経費及び補助金の額については、別に通知するところによるものとする。
（国の補助金の目名）　○○○○○補助金
補助事業に要する経費　　　金　　　　　　円
補助金の額　　　金　　　　　　円
〔経費の配分〕
（申請どおり決定する場合）
３　補助事業に要する経費の配分及びこの配分された経費の額に対応する補助金の額の区分は、申請書の経費の配分欄記載のとおりとする。
（修正決定する場合）
３　補助事業に要する経費の配分及びこの配分された経費の額に対応する補助金の額の区分は、次のとおりである。
　　　区分　　　　補助事業に要する経費　　　補助金額
　　○○○費　　　　　　　　　○○○円 　　　○○○円
　　○○○費　　　　　　　　　○○○円 　　　○○○円
　　○○○費　　　　　　　　　○○○円 　　　○○○円
〔額の確定〕
（直接交付事業の場合）
４　補助金の額の確定は、補助対象事業費の実績額に、県交付要綱別表に定める各経費に対応する補助率を乗じて得た額と前記３の区分ごとの補助金の額（変更された場合には、変更された額とする。）とのいずれか低い額の合計額とする。
〔交付条件〕
〔交付関係を規制する要綱等の引用〕
５　補助事業者は、別表に掲げる法令等に従わなければならない。
６　補助金交付の条件は、前記５に定めるもののほか次のとおりとする。
(1)　補助事業者は、次の各号の一に掲げる場合には、あらかじめ知事（又は農林事務所長）の承認を受けなければならない。
ア　補助事業に要する経費の配分の変更（県交付要綱で定める軽微な変更を除く。）をしようとする場合
イ　補助事業の内容の変更（県交付要綱で定める軽微な変更を除く。）をしようとする場合
ウ　補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2)　補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、すみやかに知事（又は農林事務所長）に報告してその指示を受けなければならない。
〔補助事業者が地方公共団体である場合〕
(3)	　補助事業者は、県交付要綱第13条第１項により、当該補助事業等に係る国の補助金等と当該補助事業等に係る当該地方公共団体の予算及び決算との関係を明らかにした補助金調書（第９号様式）を作成してこれを保管し、補助事業終了の翌年度から起算して５か年間整備保管しなければならない。
ただし、補助事業により取得し又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、県交付要綱第13条第２項の財産管理台帳（第10号様式）及びその他関係書類を整備保管しなければならない。
〔補助事業者が地方公共団体以外の者で証拠書類の保存期間を定める場合〕
(3)　補助事業者は、県交付要綱第13条第１項により、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出について証拠書類を、補助事業終了の翌年度から起算して５か年間整備保管しなければならない。
ただし、補助事業により取得し又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、県交付要綱第13条第２項の財産管理台帳（第10号様式）及びその他関係書類を整備保管しなければならない。
〔消費税仕入控除税額が明らかでないため、消費税相当額を含めて交付決定を行う場合〕
(4)　補助事業者は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）が明らかでないため、消費税等相当額を含めて申請した場合については、次の条件に従わなければならない。
ア　補助事業者は、実績報告を行うに当たって、補助金に係る仕入れに係る消費税額相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
イ　補助事業者は、実績報告の提出後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が確定した場合には、その金額（実績報告において前記アにより減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を県交付要綱第９条第３項により速やかに知事（又は農林事務所長）に報告するとともに、当該金額を県に返還しなければならない。
〔財産の善良なる管理者の注意及び処分制限の条件を付する場合〕
(5)　補助事業者は、補助事業により取得し又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなればならない。
(6)　前号の財産のうち１件当たりの取得価格50万円以上の財産について、「減価償却資産の耐用年数に関する省令」（昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。）に定められている財産については、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間（ただし、大蔵省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間）においては、知事の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
ただし、補助事業を行うに当たって、補助対象物件を担保に供し、自己資金の全部又は一部を国が行っている制度融資から融資を受ける場合であって、かつ、その内容（金融機関名、制度融資名、融資を受けようとする金額、償還年数、その他必要な事項）を補助金交付申請書に記載している場合は、知事の承認を受けたものとする。
(7)　補助事業者が前号により承認を得て財産を処分したことにより、収入があったときは、当該収入の全部又は一部を知事に納付させることがある。
〔申請の取り下げのできる期日〕
(8)　県交付要綱第６条の規定に基づき、補助事業者が申請の取り下げのできる期日は、交付決定の通知を受理した日から起算して10日を経過した日までとする。



（別表）
	法令等名
	年月日番号等
	備考

	農林畜水産業関係補助金等交付規則

	昭和３１年４月３０日
農林省令第１８号
	


	福島県補助金等の交付等に関する規則

	昭和４５年１０月２７日
福島県規則第１０７号
	


	福島県営農再開・高付加価値産地展開支援事業補助金交付等要綱
	令和８年４月１日付け７農産第5031号農林水産事務次官依命通知
	

	福島県営農再開・高付加価値産地展開支援事業補助金交付要綱
	令和８年４月７日付け８農支第216号福島県農林水産部長通知
	

	福島県営農再開・高付加価値産地展開支援事業（原子力被災12市町村農業者支援事業）事務取扱要領
	令和８年４月７日付け８農支第219号福島県農林水産部長通知
	

	補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
	昭和３０年８月２７日法律第１７９号

	


	補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
	昭和３０年９月２６日政令第２５５号

	













（第１０号様式）
                                                             番　　　　　号　
                                                             年　　月　　日　

　福島県　　　農林事務所長　　

                                           　　　所　在　地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〇〇年度福島県営農再開・高付加価値産地展開支援事業（原子力被災12市町村
農業者支援事業）着手届
〇〇年度福島県営農再開・高付加価値産地展開支援事業（原子力被災12市町村農業者支援事業）に基づく事業を下記のとおり着手しましたので届け出ます。
                                         記
１　施行又は設置場所
  

２　施行者


３　施行方法  


４　事業量  


５　事業費  


６　補助金 


７  着手年月日 


８  完了予定年月日



（第１１号様式）

                                                             番　　　　　号　
                                                             年　　月　　日　

　福島県　　　農林事務所長　　

                                           　　　所　在　地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名

〇〇年度福島県営農再開・高付加価値産地展開支援事業（原子力被災12市町村
農業者支援事業）の指令前着手届
  〇〇年度福島県営農再開・高付加価値産地展開支援事業（原子力被災12市町村農業者支援事業）に基づく事業について、下記により当該事業を着手したいので届け出ます。
                                         記
１  理由　



２　事業計画
　　着手予定年月日


　　完了予定年月日


３  指令前着手の条件
  (１)諸般の事情から補助金が交付されないことになっても異議ありません。
  (２)補助金交付決定前に事業計画を変更しません。
  (３)補助金交付決定前に災害を受けた場合は、全額自己負担で復旧します。



（第１２－１号様式）
（番　　　号）　
年　　月　　日　

　福島県　　　農林事務所長　　

                                           　　　所　在　地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名

　　　〇〇年度福島県営農再開・高付加価値産地展開支援事業（原子力被災12市町村
農業者支援事業）の実施計画変更承認申請書
  　　年　　月　　日付け　　　農林第　　　　号で交付決定通知があった上記の補助事業の内容を下記のとおり変更したいので、福島県営農再開・高付加価値産地展開支援事業（原子力被災12市町村農業者支援事業）事務取扱要領第７の規定に基づき申請します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
１　事業名


２　補助金交付決定年月日       
　　　　　年　　　月　　　日付け福島県指令　　　農林第　　　　　　号

３　変更の理由


４　変更の内容


５　添付資料（国交付等要綱別紙様式１号　他）             












（第１２－２号様式）
（番　　　号）　
年　　月　　日　

　福島県　　　農林事務所長　　

                                           　　　所　在　地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名

　　　〇〇年度福島県営農再開・高付加価値産地展開支援事業（原子力被災12市町村
農業者支援事業）の実施計画変更届
  下記により　　 年度福島県営農再開・高付加価値産地展開支援事業（原子力被災12市町村農業者支援事業）の実施計画を変更したいので、下記のとおり届け出ます。
記
１　事業名


２　補助金交付決定年月日       
　　　　　年　　　月　　　日付け福島県指令　　　農林第　　　　　　号

３　変更の理由


４　変更の内容


５　添付資料              













（第１３号様式）
番　　　　号　
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 　月　　日　

  福島県　　　農林事務所長　　

所　在　地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名

〇〇年度福島県営農再開・高付加価値産地展開支援事業（原子力被災12市町村
農業者支援事業）補助金のしゅん工届
   　　年　　月　　日付け　　　農林第　　　　号で交付決定のあったこの事業について、下記のとおり工事が完了しましたので届け出ます。
記
	事業種類

	
	

	事業内容
（施設名・処理量等）
	

	

	事業費（円）

	
	

	着工場所

	

	

	着工年月日

	
	

	完了年月日

	
	

	関係法令検査年月日
	
	

	



	○○法

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	しゅん工検査年月日
（または予定日）
	

	

	引き渡し年月日
（または予定日）
	

	

	請負等業者

	

	

	工事監理者

	

	


注：請負人等からの完了届の写しを添付すること。

（第１４号様式）
番　　　号　
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日　

　農 林 水 産 部 長

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○農林事務所長　　　



　　　○○年度福島県営農再開・高付加価値産地展開支援事業（原子力被災12市町村
農業者支援事業）評価報告
   福島県営農再開・高付加価値産地展開支援事業（原子力被災12市町村農業者支援事業）事務取扱要領第11の規定により別添のとおり報告します。

（注）１　添付書類として、国交付等要綱別記１の３に基づく別紙様式10号を添付すること。




















（第１５号様式）
                                                               番　　　　　号　
                                                               年　　月　　日　

　福島県　　　農林事務所長　　

                                           　　　所　在　地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　

　　　〇〇年度福島県営農再開・高付加価値産地展開支援事業（原子力被災12市町村
農業者支援事業）で取得した施設等の処分（目的外使用、譲渡、交換、貸付、
担保等）承認申請書
  　　　年度福島県営農再開・高付加価値産地展開支援事業（原子力被災12市町村農業者支援事業）で取得した施設等について、下記により処分（目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保等）する必要が生じたので、下記のとおりその承認を申請します。
                                         記
１  処分等の理由


２  施設等の概要
　　　名称、形式、数量、事業実施主体、事業費、補助金額及び補助率、耐用年数


３  取得年度


４　処分の内容
  　　処分時期、処分方法、処分後の利用計画、処分に伴う条件等、所要経費


５　その他必要と認めるもの


（添付書類）
  １  財産管理台帳の写し
  ２  管理運営規定
  ３  事業実施計画書の写し
  ４  事業実績報告書の写し又は最近３カ年の施設の利用状況
　５　現況図面又は写真

（第１６号様式）
                                                             番　　　　　号　
                                                             年　　月　　日　

　福島県　　　農林事務所長　　

                                          　　　 所　在　地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　
 　
〇〇年度福島県営農再開・高付加価値産地展開支援事業（原子力被災12市町村
農業者支援事業）で取得した施設等の増築（改築、移転、更新、模様替え等）届
  　　　年度福島県営農再開・高付加価値産地展開支援事業（原子力被災12市町村農業者支援事業）で取得した施設等について、下記により増築（改築、移転、更新、模様替え等）したいので届け出ます。
                                         記
１  増築等の理由


２  施設等の概要
　　　名称、形式、数量、事業実施主体、事業費、補助金額及び補助率、耐用年数


３  取得年度


４  増築等の計画及び事業費等



（第１７号様式）
                                                             番　　　　　号　
                                                             年　　月　　日　

　　　農林水産部長　　

                                         　　 ○○農林事務所長　　　
　　　○○年度福島県営農再開・高付加価値産地展開支援事業（原子力被災12市町村
農業者支援事業）で（実施中の）取得した施設等の災害報告書
  　　年度福島県営農再開・高付加価値産地展開支援事業（原子力被災12市町村農業者支援事業）で取得した施設等が、下記のとおり被災したので報告します。
                                         記
１  施設等の概要
　　　名称、形式、数量、事業実施主体、事業費、補助金額及び補助率、耐用年数
２  取得年度
３  災害の概要
  (１)災害の種類
  (２)被災年月日
　(３)災害の程度
  (４)被害見積価格（復旧可能なものにあっては復旧見込み額）



（参考様式１）
国の共済制度又は民間の保険等への加入に関する誓約書

						　　年　　月　　日　
	福島県知事　様

事業実施主体名
住　　所
代表者名

当社は、施設の利用開始時までに、国の共済制度又は民間の建物共済や損害補償保険等（天災等に対する補償を必須とする。）に加入することを誓約します。
記
１　施設等の概要
（１）補助事業名及び実施年度　○○年度福島県営農再開・高付加価値産地展開支援事業
　　　　　　　　　　　　　　　（原子力被災12市町村農業者支援事業）
（２）事業実施主体名
（３）施設等の名称
（４）施設等の所在地
（５）施設等の構造及び規格、規模等
（６）総事業費（うち補助金）

２　加入を予定している共済又は保険等の概要
（１）共済又は保険等名
（２）加入時期
（３）共済又は保険等の期間

（注）生産資材等の導入助成を受けて設置したパイプハウスを含む。

（参考様式２）
動産総合保険等の保険への加入に関する誓約書
年　　月　　日　

福島県知事　様

事業実施主体名
住　　所
代表者名

当社は、農業機械等の利用開始時までに、動産総合保険等の保険（盗難補償及び天災等に対する補償を必須とする。）に加入することを誓約します。
（リース会社が加入する場合：私は、農業機械等の利用開始時までに、リース会社が動産総合保険等の保険（盗難補償及び天災等に対する補償を必須とする。）に加入することを確実に確認します。）
記
１　農業機械等の概要
（１）補助事業名及び実施年度　○○年度福島県営農再開・高付加価値産地展開支援事業
　　　　　　　　　　　　　　　（原子力被災12市町村農業者支援事業）
（２）事業実施主体名
（３）農業機械等の名称
（４）農業機械等の保管場所の所在地
（５）農業機械等の機種名、型式名、対象作物、利用面積等
（６）総事業費（うち補助金）

２　加入を予定している共済又は保険等の概要
（１）共済又は保険等名
（２）加入時期
（３）共済又は保険等の期間

								


